
第一三回

参第三号

医療法の一部を改正する法律（案）

医療法（昭和二十三年法律第二百五号）の一部を次のように改正する。

第七十条第一項第一号中「耳鼻いんこう
、、、、

科、」の下に「気管食道科、」を加える。

附　則

この法律は、公布の日から施行する。



理　由

気管食道に対する診療技術の急速な進歩にかんがみ、診療科名に気管食道科を新たに認

める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。


